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は じ め に

学校は、児童生徒一人一人が生涯にわたって、心豊かに、主体的・創造

的に生きていくことができる資質を培い、集団活動を通して、社会の形成

者として必要とされる能力や態度を育てる場であります。

しかしながら、このような場である学校においていじめによる被害に苦

しむ児童生徒がいることを、教育に携わる教職員として、重く受け止めな

ければならないと同時に、その解決に向け、全力で取り組んでいく必要が

あります。

本県では、これまでもいじめに関する指導資料やリーフレットを作成し、

「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識に基づき、いじめ

られている児童生徒の立場に立って親身になって援助を行うことなどを基

本として、いじめ問題の解決に取り組んでまいりました。しかし、急激な

社会変化を背景として児童生徒の実態も大きく変化しており、いじめの態

様などにも変化が生じ、新たな課題も見られるようになりました。

本資料は、このような状況を踏まえて、いじめ問題への組織的対応や児

童生徒が自らいじめを解決できる力の育成、保護者や関係機関との連携等、

改めて学校における対応の基本についてまとめたものであります。

各学校においては、本資料を積極的に活用し、いじめの未然防止、早期

発見・対応及び早期解決など、いじめ根絶に向け取り組むようお願いしま

す。

平成１９年９月

栃木県教育委員会教育長 平 間 幸 男
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本書の活用について

１ 作成の目的

教職員一人一人が、いじめ問題についての対応の基本や子どもたちに自らいじめ

を解決する力をはぐくむための指導の在り方を理解し、それらの着実な実践を通し

て、いじめ問題の解決を図るために本書を作成した。

２ 資料の内容

これまでに県教育委員会で作成した資料等を踏まえ、具体的事例をできる限り取

り入れることにより、学級担任を中心に、最低限理解しなければならない内容につ

いて掲載した。

３ 資料の構成と活用上の留意事項等

(1) 構成

全項目を見開きで構成した。また、図や表を使うことにより、分かり易くなる

よう工夫した。

(2) 活用例

・ 教職員一人一人が、自己研鑽のための資料として

・ 学校全体で指導方針作成等の資料として

・ 生徒指導主事（児童指導主任）が中心となって行う校内研修資料として

・ いじめ発生時の対応をチェックする資料として

・ アンケートなど実態把握の材料として

・ 教材作成の資料として

(3) 活用上の留意事項

本資料は、県教育委員会事務局学校教育課児童生徒指導推進室のホームページ

にも掲載する。各学校では、ダウンロードし、必要に応じて内容を加えるなどし

て活用していただきたい。



1986
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(2) いじめの動機

いじめの動機は、例えば次のように分類することができる。

① 仲間求め（友人〈仲間〉を求めている）
② 欲求不満（欲求不満があり、そのいらいらを晴らしたい）
③ 反発・報復（相手の言動に対して反発・報復したい）
④ 嫉妬心（相手をねたみ、引きずり下ろそうとする）
⑤ 支配欲（相手を思いどおりに支配しようとする）
⑥ 愉快犯（遊び感覚で愉快な気持ちを味わおうとする）
⑦ 嫌悪感（感覚的に相手を遠ざけたい、近寄らせたくない）
⑧ 同調性（強いものに追従してしまう、数の多い側に入っていたい）
（｢いじめの心理と構造をふまえた解決の方策｣東京都立研究所(H10.3)より要約引用)

(1) いじめは絶対に許されない行為

教師は「いじめは絶対に許されない」という強い認識に立って、この問題に取り組

まなければならない。「いじめは必要悪である」「いじめられる方にも悪い点がある」

などの考えは一切否定されるべきものである。

基 本

① 教師は「いじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識に立つ。
② いじめられている児童生徒の立場に立ち、親身になって援助を行う。
③ 社会で許されない行為は子どもでも許されないという毅然とした態度でいじめの問題

に臨む。
④ 行為としては軽微なものであっても､その本質を見抜くことが大切である｡

(2) いじめ発生の可能性

「自分の学級にはいじめはない」「あの子どもに限って」などの思い込みは、いじ

め発見の機会を見逃すだけでなく、対応を遅れさせたり問題をこじれさせたりするこ

とにもつながる。

ストレスのはけ口としてのいじめが行われたり、いじめる側といじめられる側とが

逆転したりすることもあることなどから、すべての子どもがいじめる側にもいじめら

れる側にもなり得るととらえるべきである。

基 本

(3) いじめ問題を解決できる力の育成

いじめが起こった場合、まず、いじめの解決に向けてどのように取り組むか、その

後、何を指導、援助していくかが大切である。

いじめの発生は、加害者と被害者の関係だけで起こるのではなく、学級の雰囲気の

影響も大きい。そのため、いじめをさせないという人権に配慮された環境づくりに心

がけるとともに、何よりも、自分たちでいじめ問題を解決できる力を育成することが

大切である。

３ いじめに対する基本的な考え方



- 4 -

子どもたちの中で起こりがちないじめには以下のような態様がある。子どもたちの発達段階を踏まえた対

応が大切になる。

発達段階別

発生傾向 男女別 態 様 具体像や特徴等 対応や未然防止のポイント

小学校 中 高 発生傾向 場 面

低 中 高 学 校

あだなや「ばか」等同じ ・その都度指導する。

男女とも 悪口を言う 言葉を繰り返し、直接本人 ・学級で言ってはいけない言葉を指導する。

に言う。 ・欲求不満の表出や仲間求めのサインの場合も

男女とも 叩く、ける 単独でちょっかいを出す あるので、その場合は言語での感情表現を促す。

ような行為が多い。 ・被害者には「先生に話してよかった」と安心

男女とも 仲間はずれ 「○○ちゃん遊ぼう」「○ 感がもてるよう配慮する。

○ちゃんはだめ」等。

学童保育 悪口を言ったり、叩くけ ・実態把握が難しい場面なので、学童保育への

男女とも でのいじめ るなどの行為。年長者が下 行き渋りや下校時の整列の様子を観察し、気に

をいじめるケースもある。 なるときはすぐに情報を集め本人の話を聞く。

後ろから小石を投げた ・学童保育の職員や関係学年・学級の教職員と

男女とも 登下校班 り、突いたりする。急に走 協力して指導し、見守り、再発がないかを折に

でのいじめ り出して一人にしたり、荷 触れ確認していく。

物を持たせたりする。

数人で遊びにいれない ・気の合う者同士で小集団が形成され違う雰囲

女子に 仲間はずれ 等、休み時間等での仲間は 気をもつ子などが排斥されがちな時期なので、

多い ずれがある。 様々にメンバーを変えた集団で活動させ、違い

数人で行ったり、他の者 を受け入れ合う雰囲気をつくる。

男子に 殴る、ける が見ている状態で行ったり ・“自由”によるグループ編成をしない。

多い ぶつかる する。 ・「観衆」や「傍観者」に対しても抑止力にな

れるよう働きかける。

スポーツ少年団等での上 ・「○○さんは下手だ」等の保護者の日ごろの

スポーツ 手下手の力関係が、学校生 発言や保護者同士の人間関係が反映されている

男女とも 少年団等 活にも持ち込まれ、下手な ケースがあり苦慮するが、子どもたちへの指導

でのいじめ 子がいじめの対象になる。 は影響されることなく行う。

・スポーツ少年団等との連携を図る。

筆入れや靴、上履きが多 ・行為の卑怯さを訴える。

男女とも い。 ・持ち物の管理、整頓を促す。

学年が進むとごみ箱や下 ・被害者の物を一時、預かる。

＊学年が 物かくし 水、トイレなど汚い場所へ ・アンケート等を実施し加害者特定に努める。

進むと女 の放置が増える。 ・教室移動は整列させて一斉に行う。

子に多い ・巡回指導を強化し、教師集団が注視している

ことを示す。

男女とも 数人でわざと聞こえるよ ・個別に事実確認し指導する。

＊学年が 悪口を言う うに言う。 ・スケープゴートの可能性もあるので、加害者

進むと女 あざける 「死ね」「学校へ来るな」 達の力関係や緊張の状態を探り緩和する。

子に多い 等の手紙を机等に入れる。 ・学級（学年・全校）で行為の卑怯さを訴える。

持ち物の他、黒板や壁等 ・安易に他者の物をさわったり使ったりする傾

落書き への落書きも多い。 向があるので、許可無く触れてはいけないとの

男女とも 入学時には自転車壊しや マナー指導を行ったり、教室内外の環境整備を

物壊し 鍵の投げ捨てが目立つ。 したりして事前策を講じる。

・加害者特定に努め、十分に反省させる。

グループ内 それまで一緒に行動して ・グループ内での親密さを競うことから起こる

女子に の いた仲良しグループ内での ことがある。教師が立ち会い、各々の言葉の不

多い 仲間はずれ 仲間はずれ。 足や解釈の違いを補説しながら話し合わせる。

手紙やメール等で「○○ ・授業中の手紙書きの禁止や携帯電話の取り扱

女子に 集団全体 を無視しよう」という指示 いについて指導する。

多い での がまわる。 ・指示した者だけでなく、誘いにのってしまっ

無 視 た者にも、「加害者」の認識をもたせて反省さ

せる。
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発達段階別

発生傾向 男女別 態 様 具体像や特徴等 対応や未然防止のポイント

小学校 中 高 発生傾向 場 面

低 中 高 学 校
陰口を耳にした第三者が ・陰口の見られる集団には、定期的に陰口の有

本人や周囲に話し、言った 無等を問う調査を実施し予防に努める。

女子に 陰 口 者がいじめの対象になった ・集団にストレスや緊張状態が見られるとき

多い り、グループ間の対立にな は、ゲームなどを取り入れ、建設的に発散させ

ったりする。 る。

その子の持ち物にさわり ・教師自身がその子を大切にしていることを自

男女とも さける たがらない。 ら示す。

机を付けない。 ・孤独感を与える行為だと理解させる。（ロー

清掃時に机を運ばない。 ルプレイ等を用いる。）

ぶつかる すれ違いざまに起きる。 ・遊びやふざけの形態で見分けが難しいが、「間

男子に 小 突 く 遊びの様相を呈する。 違いです」「遊びです」という言葉に惑わされ

多い プロレス ず、「先生にはそうは見えません」「親しき仲に

ごっこ も礼儀ありです」などと、毅然として介入し、

肩パンチ よくない行為だとの判断を示す。

学習用具を持たせるなど ・罰ゲーム的に行われていても、仕組まれてい

男子に 命令・脅し の命令や、「約束だ～しろ」 る雰囲気があったり、特定の者に集中したりす

多い 「～しないと殴るぞ」等。 るときは、遊びやふざけの場合と同様、毅然と

して介入する。

特定の者がさわった所を ・学年や全校体制で禁止する。

タッチして「バイ菌」とか ・自分が言われたらどのような気持ちになる

男女とも バイ菌回し 「汚い」と囃しながら次々 か、相手の立場に立って考えさせる。

に回す。 ・人を「バイ菌」や「汚いもの」扱いすること

は恥ずかしい行為だと指導する。

進学時やクラス替え時 ・新集団初期からエンカウンター等を実施し、

男女とも 噂流し に、かつてのよくない噂や 噂が出回る前に仲良くさせる。

悪口を流布する。手紙やメ ・小（中）学校や前学年との情報交換を密にし、

ールを使うこともある。 被害の可能性の高い生徒を把握しておく。

「○○さんの好きな人」 ・異性への興味関心が高まる時期である。異性

女子に ひやかし 「お似合いのお二人さん」 へのあこがれや愛情といった繊細な感情は大切

多い からかい 等、異性のことをからかい に扱うもので、からかう道具にすべきでないと

の内容にする。 教える。

下着まで下げ、それが原 ・ゲーム感覚で行われているが、相手に深刻な

男子に ズボン下げ 因で、深い傷を与えかねな 苦痛を与えるだけでなく、正に人権侵害である

多い い。 ことを理解させ、学年や全校体制で厳禁にする。

男女とも 性的な辱め 写真を撮り、メールで流 ・犯罪行為は警察や児童相談所と連携して指導

す等、発展する場合がある。する。

部活動中の 部活中に、練習に見せか ・一喝型の指導ではなく、両者から不満等を聞

男女とも いじめ けてボールをぶつけたり、 き取り、関係修復を仲介する。

ミスを罵ったりする。 ・同じ目標をもつ仲間としての意識を高める。

・「その咳払いはどういう意味ですか」などと

指名されたときや発言時 その場で介入する。

男女とも 授業中の に咳払いしたり、口まねし ・教科担任同士で情報交換を密にし、同一歩調

からかい たり笑ったりする。 で指導していく。

・誰からスタートし、どう広がるかを観察して

集団の力関係を把握し指導に生かす。

男女とも 仲間はずれ 学習や諸活動でペアやグ ・意図的なペアリング、グルーピングで活動さ

ループにならない。 せる。給食の時、自由グループにさせない。

通りすがりに「きもい」 ・言葉は残らないため事実を隠すことがあるの

男女とも いやがらせ 「うざい」等、悪口や皮肉 で、現場を押さえることに努める。被害者に「何

からかい を聞こえよがしに言って笑 時・どこで・誰に・何を言われた（された）」

う。 を記録させておくのも一方法である。

男子に 暴 力 かなり意識的に殴った ・観察法に加え、アンケートや教育相談を定期

多い り、けったりする。 的に行ったり、教職員間で情報交換を密にした

「貸して」と金銭や物を りして実態把握に努める。

男子に たかり 強要し、返さない。 ・犯罪性が高いケースは、警察と連携する。

多い パシリ お金を渡さず昼食を買い ・処罰等に関して、事前に説明責任を果たす。

に行かせる使い走り等。

女子に メール等 誹謗中傷や罵詈雑言をメ ・情報モラルに関する指導を実施する。

多い でのいじめ ールで流したり、掲示板に ・例を挙げて具体的に繰り返し指導する。

書き込んだりする。 ※詳しくはp１７参照
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いじめに対処するためには、早期発見・早期対応が最大のポイントであり、教師や周囲

の大人は、子どもの毎日の生活の様子を観察し、次のような小さなサインを見逃さないよ

うにすることが大切である。

● 被害を受けている子どもは、自分から言い出せないことが多い。多くの教師の目で、

多くの場面で子どもたちのサインをキャッチすることが大切である。

♣ 無口になり、表情がさえない。

表 情 ♣ 視線を合わせず、うつむいていることが多い。

♣ 悪口を言われても、愛想笑いをしている。

♣ 一人遅れてぎりぎりに教室に入ったり、急いで帰ったり
する。

行 動 ♣ 授業中にぼんやりすることが増え、作業等が続かなくな

る。
♣ いらだつことが多くなる。
♣ 保健室、職員室へよく来る。

表 現 ♣ 日記や絵画などに、気にかかる表現、描写がある。

仕 事 ♣ 委員や係、当番の仕事をやらされている。

からだ ♣ 傷や打撲のあとがある。

♣ 体調不良を訴えるようになる。

登 校 ♣ 理由のはっきりしない欠席、早退、遅刻がある。

♣ 一人でいたり、交友関係が変化し
たりする。

交 友 ♣ 常に友人に気をつかったり、言い

なりになったりしている。
♣ 罰ゲームやプロレスごっこなど
で、いつも受け身になっている。

♣ 服や持ち物が汚されていたり、

持ち物 ノート、教科書に落書きがあったり

する｡
♣ 護身用の品物を持つようになる。

１ いじめられている子のサイン
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● 雰囲気によっては、教室内がいじめの温床となる場合が多い。教師が教室にいる時

間を増やし、サインを見逃さないようにすることが大切である。

♣ いやなあだ名が聞こえる。

♣ 発言に対して、やじや冷やかしがある。

♣ 席替えなどで、隣の子をいやがる。

雰囲気 ♣ 何か起きると特定の子どもの名前が出る。

♣ ルールを守らない子どもが多い。

♣ 配布したプリントが渡っていない。

♣ 特定の子の机が運ばれない。

♣ 掲示物へのいたずら、落書きがある。

環 境 ♣ いやがらせの手紙や紙切れがある。

♣ 机にいたずらがあったり、持ち物が

無くなったりする。

● 次のような言動が見られたら、いじめが潜んでいるかもしれない。いじめている側

に気付いたら、子どもたちの中に入り、話しかけるなどして状況を

把握することが必要である。

♣ 教室や廊下、階段で仲間同士で集まりひそひそ話をしている。

♣ ある子どもにだけ、周りの子が異常に気をつかっている。

♣ 友人の発言に対して、他の友人と顔を合わせて、笑ったり、さげすんだ

ように反応したりする。

♣ 仲間だけにわかるようなサインや隠語を使っている。

♣ 教師が近づくと、グループの児童生徒が不自然に分散する。

♣ 自己中心的な言動が目立ち、ボス的な存在の子がいる。

いじめのサインは、この他にも様々なものが考えられる。大切な

ことは、児童生徒の立場に立って児童生徒を見つめ、毎日のチェッ

クを怠らないようにするとともに、教師間の情報の共有化に努める

ことである。

２ 教室でのサイン

３ いじめている側のサイン
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No

Yes

児童生徒の気になる情報

情報を得た教職員

担任・学年主任

児童指導主任

生徒指導主事
教頭 校長

調 査

事実関係の把握

指導方針の決定、指導体制の確立

報告、調査方針・分担等決定

いじめ対策委員会

職

員

会

議

保

護

者

いじめ解決への援助・指導

継続指導・経過観察

解決したか？

再発防止・未然防止活動

関係機関

迅

速

慎

重

「この程度は…」と個人

的に判断せず、些細なこと

でも伝える。

係として、事実を時

系列で記録を残す。事

実と推測を混同しな

い。

管理者同士の情報交換を密に

し、教職員への指導・指示、外

部との連携、交渉に当たる。

複数対応を心

がけ、できれば

家庭訪問等で丁

寧に対応する。

全教職員に経過報

告を行い、共通理解

を徹底する。

管理者は、指導方針に従って対応

が図られ、改善が見られたかを報告

させ、チェックする。

「何のために何をす

る」と目的を明確にする

ことが、同一歩調、ぶれ

ない指導をする上で重要

である。

すぐ行うこと、中・長

期的に行うことを分けて

整理する。

被害者、加害者、観

衆、傍観者、学級全体、

学年全体、学校全体な

ど、対象を明確にして、

それぞれに対し、何を指

導、援助するかを決め

る。

事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗い出
し、実践計画を立て実施する。
発生した問題が収まったとしても、それで終了とせず、それを契機にして、

いじめのない学校づくりへの取組を強化する。

２ 緊急時の組織的対応（基本）
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いじめられている子の立場で

いじめられている子どもの精神的苦痛を共感的に理解し、心配や不安感を取り除く

とともに、全力で守り抜くという姿勢を基盤に継続して支援することが重要である。

さらに、子どものもっている良さや持ち味に気付かせ、伸ばし、自信をもたせるよ

う指導・援助することが大切である。

① 心のケアを図る。

○ いじめられている子どもの心情を十分理解し、全面的に味方になり支援していくこ

とを明確に伝え、安心感をもたせる。

○ 本人の訴えを真剣に、共感的に温かく受け止め、心の痛みを和らげるとともに、不

安の解消を図る。

② 今後の対策について、共に考えていく。

○ いじめを解決する方法について、話し合って決めていく。また、本人の意思を無視

して強引に解決を進めないよう配慮する。

○ 相談して決めたことをもとに対応し、長期的な観察と支援を行う。その際、担任一

人で抱え込まず、学校全体で組織として対応する。

③ 活躍の場や機会を多く設定し、認め、励ます。

○ 目標を設定させ、努力する過程で認め、励ます。

○ 活躍する場や機会を設定し、達成感や充実感を味わわせる。

④ 温かい人間関係をつくる。

○ 子どもに積極的に声をかけ、いつでも相談できる雰囲気をつくる。

○ 人間不信に陥らせないため、温かな学級づくりに努める。

○ 毎日の生活の行動や心情をきめ細かに継続して見守る。

いじめは決して許されない

いじめは、人権にかかわる重大な問題であり、決して許さないという毅然とした態

度で指導に当たるとともに、いじめている子どもの内面を理解し、他人の痛みを知る

ことができるようにする指導を根気強く行うことが大切である。

① いじめの事実を確認する。

○ 感情的になったり決めつけたりせず、冷静かつ客観的に、事実と経過を確認する。

２ いじめている子への対応

１ いじめられている子への対応
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○ いじめている子が複数の場合は、複数の教師で分担して同時に、事実と経過を聴く。

② いじめの背景や要因の理解に努める。

○ いじめた理由や動機を聴き、本人の心の内を理解する。

○ 背後に潜むストレスや不信感などを把握する。

③ いじめられている子の苦しみや心の痛みに気付かせる。

○ 相手の苦悩を理解させ、内面に深く迫る指導を粘り強く行う。

○ 指導は迅速でなければならないが、解決を急ぐあまり、不満感や不信感が残り反抗

的な態度をとることがないように留意する。

④ 今後の生き方を考えさせる。

○ 自分の良い面に気付かせ、それを生かすよう具体的な行動を一緒に考え、実行させ

る。

○ 再びいじめをすることがないように、思いやりの心や規範意識の育成、人間関係づ

くりの改善に向けて継続的に指導・援助する。

いじめはみんなの問題

いじめの特徴の一つに、いじめをおもしろがって眺めたり、見ても止めようとしな

かったり、あるいは見て見ぬふりをしたりして、誰にも発信しない子どもが多いこと

が指摘されている。加害・被害の子どもだけでなく、このような周りの子どもに対し

ても、適切な指導を行うことにより、自分たちでいじめの問題を解決する力を育成す

ることが大切である。

① 自分の問題としてとらえさせる。

○ いじめの問題について話し合わせ、いじめをなくすためにはどうしたら良いのかを

子ども全員に自分の問題として考えさせる。

○ 見て見ぬふりをしたり、はやし立てたりする行為も、いじめと同様であることを理

解させる。

② 望ましい人間関係づくりに努める。

○ 特別活動の時間を通して、互いに認め合い、尊重し合うなど望ましい人間関係をつ

くる。

○ 子どもたちに勇気や正義感、思いやりの心を育成するため、道徳の時間や学級活動

等において、関連する内容を扱い指導する。

③ 自己存在感が味わえる学級づくりに努める。

○ 子ども一人一人が活躍できる場を意図的、計画的に設定し、日ごろから言葉かけを

多くし、子どもの良さを認め、ほめることに心がける。

○ 班活動や係・当番活動、委員会活動等において学級の一員としての役割を担わせ、

みんなの役に立っているという実感を子どもがもてるように配慮する。

３ 周りの子たちへの対応
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(1) 保護者との信頼関係

－連携のための関係づくり－

・ 保護者、学校が協力関係を深めながら連携し、よりよい人間関係を築くために、そ

れぞれの持ち味を生かし合い協力して働く。（協働）

・ 共に子どもを育てるという姿勢、教師が本気で取り組む姿勢を示し実行する。

・ 誠意をもった対応、発言に心がける。（家庭訪問、授業参観、保護者会等）

(2) 保護者へのメッセージの工夫

・ 授業参観で、いじめ予防の授業を公開し、共に考えてもらう。

・ 道徳、学級活動等で、保護者をゲストティーチャーとして依頼する。

・ いじめへの対応についての取組を発信する。

・ 学級通信、学年通信などを通して保護者に呼びかけ、内容に関しての意見をもらう。

【いじめのサインに敏感に！】
・ 元気がない、遅刻しがち、体調不良、持ち物が無くなる等、いつもとちょっと違う子どもの変化
に気付くために、心がけていることを教えてください。

【お子さんのがんばったことを認め、ほめていますか？】
・ お子さんの良いところを３つ教えてください。

・ 学級活動等で、保護者にインタビューする宿題を出す。

・ いじめのないクラス、互いに認め合うクラスにするために、どうしたらよいですか。学級で話し合う

ので、アドバイスをお願いします。

１ 普段からの連携

子どもの願い、喜び、苦しみ

教 師

保護者

日ごろの取組やその体制を目に見えるようにして伝え、共に考えてもらう。

例１ 保護者参加型授業

例２ 学級・学年通信

例３ 保護者へのインタビュー
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(1) いじめられている子の保護者に対して

保護者から相談された場合 学校でいじめに気付いた場合

打ち明けるまでの苦悩を十分に理解し、 できるだけ早く保護者に連絡をとり、何が

少しでも安心感を与えるようにする。 起きたかということ、どのように対処したか

を説明する。

・ まず、できる限り口を挟まず、じっ ・ 保護者が「内緒にしてほしい。」と

くりと話を聴く。 いう場合もあるので、保護者の気持ち

・ 何よりも辛さや苦しさに対して、本 を尊重し、よく話し合い、保護者や子

気になって精一杯の理解を示す。 どもが納得したことについて教師や学

・ 子どもをいじめから守るために、学 校は動くようにする。

校は全力を尽くすことを伝え、家庭の ・ 今後どうしたら良いか、一緒に考え、

協力を求める。 状況の経過についても逐次報告してい

くことを約束する。

・ (2) いじめている子の保護者に対して

・ 事実を把握したら、速やかに保護者と面談し、丁寧に説明する。

・ いじめというものが、誰にでも起こる可能性があること、誰もが加害者、被害者に

もなる可能性があることを伝える。

・ 一方的に責めるのではなく、その子や保護者の心情にも配慮する。

・ いじめている子の行動が変わるように、教師として努力していくこと、そのために

は保護者の協力が必要であることを伝える。

・ いじめの問題が完全に解決するまで、保護者と連絡を密に取り合い、何か気付いた

ことがあれば報告してもらう。

・ いじめ解決後も、見守っていくということを伝える。

(3) いじめられている子、いじめている子双方の保護者に対して

・ 実態に応じ、子ども同士の関係修復のために保護者同士の面談が必要な場合には、

保護者間のコーディネ－トを行う。

２ いじめが起こったとき

複数の教師で対応する。

「全力でお子さんを守ります。」という決意を伝える。
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Ａさんは、小学校５年生のときに転校してきて、おとなしくまじめな児童だった。６

年生になって、①学校生活にも慣れＢさんたち５～６名のグループと行動を共にするよう

になった。その頃から、②「トイレに行っていた」と授業開始に遅れたり、保健室に行く

ことが多くなった。Ａさんはあるとき、同級生への悪口をしつこく繰り返し、学級で問

題となった。担任が指導すると、「Ｂさんたちのグループの一人から言われ仕方なくやっ

た」と言ったのだが、③名指しされた児童はその事実を強く否定し、結局、事実をはっき

りさせることはできなかった。その後、ＢさんはＡさんを無視するようになり、Ｂさん

たちに同調して他のグループもＡさんと遊ばなくなり、Ａさんは登校を渋るようになっ

た。

(1) 事例の分析と課題

① 担任は、Ａさんを含むグループ内の人間関係を把握できなかった。

② 担任は、Ａさんの行動の変化（サイン）に気付かず、指導できなかった。

③ 担任は、事実関係を把握することができず、指導できなかった。

(2) 対応を誤らないために

ア いじめのサインを見落とさない

● ○○と○○は、仲良しだからといった先入観に惑わされない。同一グループの中

にも「いじめ」がありうるという認識をもつ。

● 日ごろから子どもの交友関係や表情、態度の小さな変化にも気を配ることが大切

である。

● 問題行動の背景には、指示や命令があり、その奥にいじめがあるのではないかと

いう認識をもつことが大切である。

イ 指導方法・時期を誤らない

● 担任は、いじめにつながるようなサインを見落とさず、学年や児童指導部に報告

し、他の教員に情報提供を求める。

● 子どもの立場を担任だけでなく、組織でしっかり受け止め、指導・援助を行う。

ウ いじめではないかという視点で見る（詳しくは「いじめのサイン」のページを参照）

１ いじめのサインへの対応が不十分だった事例（小学校）

サインを見落としやすい「いじめ」

中心となっている子どもが相手の非を主

張し、それが集団の中の共通感情となり、

結果として集団で一人の子どもを排斥し

たり攻撃したりする。

見つけにくい「いじめ」

子どもが仲良く遊んでいるように見え

る中で、プロレス技を交代でかけるという

光景が見られるが、実は怖くて断れなく、

遊びを強要されているかもしれな

い。
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ある日、生徒指導主事に、「１年生のＡ君が２年生のＢ君からいじめを受けているよう

だ」との情報が入ったため、早速、①生徒指導主事は１年の学年主任とＡ君の担任に報告

し、Ａ君から事情を聴いてもらうことを依頼した。また、２年の学年主任とＢ君の担任

に、いじめているＢ君から事実を聴くことを依頼した。昼休みＢ君から事情を聴いたと

ころ「知らない」と反発し、話が終わった。ところが、１学年の教師からは、いじめ被

害が報告された。その報告を基にして、放課後、②２学年の教師だけの判断で、性急にこ

の情報をＢ君に突きつけ、叱責した。教師の指導を受けたＢ君は、部活動を行っていた

Ａ君に、③「チクッただろう」と言って、仕返しに暴力を振るった。

１学年の教師からは、２学年教師の指導に対する不満が出た。さらに生徒や保護者か

ら、学校の対応に対する批判の声があがった。

(1) 事例の分析と課題

① 情報確認のために、先にＡ君から話を聴くよう指示しなかった。

② 組織的な対応をしなかった。

・ いじめ対策委員会を設置しなかった。

・ 指導方法・手順等について教師間の意思疎通を図らなかった。

・ 早く事件を処理してしまおうと、学年だけの意向で行動してしまった。

② 指導の際、ストレートに情報源を突きつけてしまった。

③ 自分のした行為への「気付き」、相手にどんな思いをさせたのか「理解させる」と

いった指導が不十分だった。

(2) 対応を誤らないために

ア 訴えや情報に適切に対応するための共通理解を図る。

● 管理職や生徒指導主事を中心に、関係するすべての教師がまず訴えや情報につい

て、今後の指導方法や手順も含めて共通理解を図る。

● いじめる側、いじめられる側からそれぞれ事実を把握するとき、担任だけでなく

複数で聴き取りを行う。

● 何よりもいじめられた子どもの保護や安全を第一とし、いじめにかかわった子ど

もの学校生活に注意を払う。

イ 指導体制を確立し、教師間の緊密な連携を図る。

● すべての教師は、学校のすべての子どもに対して責任をもって指導していくとい

う意識が必要である。

● 様々な機会をとらえて、学年の児童生徒の情報を提供し、連携・協力を求める。

また、指導報告も忘れてはならない。

● 保護者や地域からの情報については、いかなる場合も真摯に受け止め、情報を受

け取った教師が一人で抱え込まず、組織的に対応の仕方や今後の指導の方向性を協

議することが大切である。（詳しくは、保護者との連携ｐ１２を参照）

２ 指導体制を生かせなかった事例（中学校）
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２月のある日、１年生のＡさんが同じクラスのＢさんの中学のときの様子をＢさんに

許可なく他の友人に話をしたという理由でＢさんのグループからいじめられていると養

護教諭に訴えてきた。Ａさんはそのような話をした記憶はなかった。

養護教諭は、ＡさんもＢさんもよく知っているため①Ｂさんを呼んで事情を聞いた。そ

の結果「自分たちはＡさんをいじめているかもしれない」と気にしていることがわかっ

た。このことは②自分だけでも解決できると判断した養護教諭は、前日、Ａさんから訴え

があったことを伝え、Ａさんのことも考えて行動するよう励まして面談を終えた。

③これくらいのことは、学年や担任に報告しなくても良いと養護教諭は判断した。

４月になってクラス替えがあり、二人はまた同じクラスになった。Ａさんは教室へ入

れなくなっていった。心配した担任がＡさんに確認したところ、「２月ごろからＢさんか

らの無視がエスカレートしていき、怖くて入れない」と話をした。このことを養護教諭

は担任から聞かされ驚いた。いじめは解消されていなかったのである。

(1) 事例の分析と課題

① 養護教諭は、Ｂさんから事情を聴いた際、反省していると感じてしまった。

② 養護教諭は、ＢさんにストレートにＡさんの訴えを伝えてしまった。

③ 養護教諭は、把握した情報を単独で判断し、指導後も関係教職員に報告しなかった。

・ 報告しなかったため、二人とも同じクラスになってしまった。

・ 組織的に継続観察できなかった。

(2) 対応を誤らないために

ア 担任と養護教諭との連携は不可欠である。

● 養護教諭は、保健室における子どもの様子からいじめのサインに気付くことが多

く、また、子どもの心身の健康に関する指導に当たる立場にあることから、各学校

の実情に応じ、生徒指導部の一員として校務分掌上に適切に位置づけ、連携するこ

とが求められている。

● 相談された内容は、本人に配慮しながら担任や学年、生徒指導部に伝える。

イ いじめにかかわる人間関係は、一人の判断だけではとらえにくい。

● いじめの発見や解決には、子どものことで気になることを日常的に情報を共有し、

継続観察が大切である。

● 複数の見方や視点から方策を検討して取り組むことが発見や解決の道である。

● 年齢が上がるにつれ、いじめを黙認したり、嘘をついたりと、複雑な構造のいじ

めや深刻ないじめが増加してくる。指導に当たっては、かかわっている子どもの発

達段階、いじめの進行状況、所属するホームルームや集団の雰囲気、指導者である

教師と子どもとの人間関係等を十分に考慮して進めることが大切である。

３ 学級担任と養護教諭との連携が不十分だった事例（高等学校）



- 17 -

「プロフ」の実態 「学校裏サイト」の実態
●個人情報 ● 学校別に掲示板を立てている。

実名、電話番号、学校名、友人の顔写真等が平気で掲載され、 ● 教師、クラスメイト、先輩、後輩

それらの個人情報が悪用される。 などの評判、誹謗中傷等が書き込ま

●なりすまし れる。

ある子どもの顔写真を勝手に使ってプロフを作成し、そこに ● 身近な友人、知人が実名で語られ

根も葉もない情報を書き込む。また、異性になりすまし、出会 る。

い系サイトに誘い込む。 ● 携帯電話からしかアクセスできな

●ワイセツ画像 いサイトが多い。

サイトへのアクセスを増やすために過激な写真を貼る。 ● パスワードがないと入れない。

文字を使ったいじめ
◆直接本人に「死ね」「学校へ来るな」等のメールを

送ったり掲示板に悪口を書き込む。

◆メールで「無視しよう」という指示をまわす。

刑法２２２条（脅迫）

刑法２２３条（強要）

刑法２３０条（名誉毀損）

画像を使ったいじめ
◆服を脱がせて写真に撮り、メールで流す。

◆ 〃 掲示板に貼り付ける。

刑法１７５条（わいせつ図画公然陳列）

刑法２２３条（強要）、刑法２３０条（名誉毀損）

① 書き込みのあるページを保存する。または、キャプチャーして画像を保存する。

… 削除されてしまう前に、証拠として必ず保存する。

② 掲示板の管理者に、該当する書き込みの削除を依頼する。

… プロバイダ責任制限法により、人権を侵害する書き込みに対して削除依頼がで

きる。

③ それでも書き込みが止まらない、またはエスカレートする場合は、最寄りの警察

署、または下記の県民相談室に相談する。

★ 栃木県警察本部県民相談室 相談専用電話 028-627-9110

携帯サイトの現状

●返事が遅い ●内容が短い ●絵文字がない

このような些細なことでも、いじめのきっかけになる。

ネットいじめは犯罪行為

ネットいじめの特徴

●簡単にできる。

●教師や親が気付きに

くい。

掲示板等への不当な書き込みへの対処法

ネットいじめのきっかけ
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(1) いじめられている子の自殺企図

● 防ぐためには
・ いじめのサインを早期にキャッチすること。
・ 教職員、友人、家族が、「何があっても守り抜くから安心するように。」と伝えること。
・ 一人きりにしないようにすること。

(2) いじめている子の自殺企図

● 防ぐためには
・ 人格を否定されたという気持ちにさせないように、いじめの行為そのものを冷静に叱るこ

と。
・ 自分が相手にしてしまった行為について、これからどうしたら良いのか、具体的な行動を

共に考えていくこと。

・誰にも言えない。

・解決されない。

・周囲が気付かない。

・支える力が不足している。

１ 自殺企図が危惧される場合

いじめられている子

自殺企図

孤立感増大

エネルギー

低下

・自己否定が強まる。

・強い叱責のみが心に残る。

いじめている子
自責の念を

強く持ちす

ぎる。

自殺企図

２ 自殺のサイン

つらい気持ちを表出する。

身辺の整理や何らかの別れの準備をする。

危険な状況に身を置く。

「自殺」を口にする。 自傷行為を行う。

サインに気付き、知らせた友人には…

自殺企図が気になったら…

声をかけて話を

聴く機会をもつ。

本人が何も話さなくて

も注意深く見守る。

いつでも話せることを

伝える。

感謝するとともに、責任を強く感じたり、ひとりで背負わないように、言葉かけする。
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(1) かかわりの基本姿勢…丁寧にかかわる

● 話をはぐらかさない。
● 一方的に批判しない。
● 世間一般の常識を押しつけない。
● すぐに何らかの助言を与えようとしない。
● 安易な励ましをしない。

(2) 具体的なかかわり方…まず、教師自身が落ち着く

● 時間をかけて話を聞き、気持ちに寄り添う。
● 「死んでほしくない」という気持ちを伝える。
● 一緒に考えていくことを伝える。
● 次に会う日時を約束する。

(3) その後の対応…決して抱え込まない

速やかに、学年主任や生徒指導主事（児童指導主任）、管理職等に連絡し、対応を検討す

る。具体的には

● 情報の整理と共有…状況を正確に把握
● 方針の決定と役割分担…誰が、いつ、何をしたら良いのかを決定
● 保護者への連絡（直接会って）…状況説明と協力体制の確認、専門機関の紹介
● 記録…話し合いの内容、経過を詳細に記録
● 守秘義務…秘匿事項の確認と秘匿範囲の設定

(4) 家庭で留意してもらうこと

● 子どもの話をよく聞く。
● 強く叱らない。
● 一人にしない。
● 刃物等を片付ける。

● 自殺の原因は、ただ一つに特定されるほど単純なものではない。だからこそ、普段

から子どもを「よく見て」子どもと「よく話し」、ＳＯＳのサインを初期の段階で的

確にとらえて対応することが必要である。

● 特に、自殺報道が大きくなされた後では、不安を抱える子どもは自分の置かれてい

る状況と重ねてとらえてしまうこともあるので、いつもより注意深く見守るとともに、

できるだけそばにいて、安心感をもたせるようにすることが大切である。

● 危険な状況を感じた場合は、対応の在り方について専門機関等から助言を得て、学

校、保護者が連携して対応することが必要である。

「児童・生徒指導に関する危機管理マニュアル作成資料」P22参照
平成14年２月 栃木県教育委員会

３ 自殺したいと打ち明けられたら

４ 自殺を防ぐには
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いじめを受けていても、教師や親に話すことができない子どもの

心の声や、いじめに気付いていても何もできずにいる子どもたちの

声を知る方法の一つとして、アンケート調査がある。

また、アンケート調査を実施することで、いじめを抑止する効果

も期待できる。

次のアンケートは、いじめられたことがある場合、いじめたことがある場合、いじめ

を見たことがある場合の例である。

【いじめに関するアンケート】 年 組（ 男・女 ）

１ 今学期、あなたは学校の友達にいじめられたことがありますか。

（ ア はい イ いいえ ）

(1) 誰にいじめられましたか。

ア クラスの人 イ 同じ学年の人 ウ 上級生 エ 下級生

(2) それはどのようないじめでしたか。

ア 言葉でのいじめ イ 無視 ウ 仲間はずれ エ いたずら書き

オ ものをかくされる カ 金品をとられる

キ その他（ ）

(3) それはいつごろですか。 （ ）月ごろ

(4) どんなときにいじめられましたか。

ア 登下校中 イ 授業中 ウ 休み時間・昼休み

エ 給食や清掃中 オ 放課後 カ 下校後 キ 部活動中

ク その他（ ）

(5) いじめられたことを誰かに話しましたか。

ア 親 イ 先生 ウ 友達 エ 誰にも話さなかった

オ その他（ ）

(6) いじめられたことを先生に話さなかった人は、その理由を一つ選んでください。

ア 話したことがわかるともっといじめられるから

イ 話してもいじめがなくならないと思ったから

ウ 自分がいじめられていることを知っていると思ったから

エ その他（ ）

(7) そのいじめは解決しましたか。 （ ア はい イ いいえ ）

２ あなたは学校の友達をいじめたことがありますか。

（ ア はい イ いいえ ）

(1) いじめたときの気持ちで最も近いものを、一つ選んでください。

ア いじめないと自分がいじめられそうだから

１ いじめの実態を把握するためのアンケート例
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イ 友達に命令されたから

ウ その子が気に入らなかったから

エ 皆がいじめていておもしろそうだったから

オ その他（ ）

(2) 今、あなたは誰かをいじめていますか。（ ア はい イ いいえ ）

３ あなたは学校の友達がいじめられているのを見たことがありますか。

（ ア はい イ いいえ ）

(1) それはどのようないじめでしたか。

ア 言葉でのいじめ イ 無視 ウ 仲間はずれ エ いたずら書き

オ ものをかくされる カ 金品をとられる

キ その他（ ）

(2) それはどんなときですか。

ア 登下校中 イ 授業中 ウ 休み時間・昼休み

エ 給食や清掃中 オ 放課後 カ 下校後 キ 部活動中

ク その他（ ）

(3) いじめを見たとき、どうしましたか。

ア 止めたり、助けを呼んだりした イ 何もしなかった

ウ いじめる側に味方した エ その他（ ）

(4) いじめを見たことを誰かに話しましたか。

ア 親 イ 先生 ウ 友達 エ 誰にも話さなかった

オ その他（ ）

(5) いじめを見たことを先生に話さなかった人は、その理由を一つ選んでください。

ア 話したことがわかるともっといじめた子に何かされると思ったから

イ 自分の気持ちがいじめる人たちと同じだったから

ウ 話してもいじめがなくならないと思ったから

エ その子がいじめられていることを知っていると思ったから

オ その他（ ）

アンケートの活用について

● アンケートの項目は、把握したい内容によって設定する。

● アンケートを記入させるときは、記入時の様子をよく観察し、正直に書け

る場を設定する。

● アンケートは定期的に実施し、子どもたち一人一人

の様子を把握する。
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次のチェックシートは、いじめにつながりやすい意識について、自己評価し、考えさ

せるシートの例である。

【自己チェック】

次の項目について、「Ａ よくあてはまる Ｂ 少しあてはまる Ｃ あまりあて

はまらない Ｄ まったくあてはまらない」の４つのうち、最も近いものを選んでく

ださい。

１ ほかの子をからかったり、ひやかすことがおもしろい。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

２ ほかの子が間違いをするとおもしろい。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

３ ほかの子が成功すると腹が立ったり、気に入らなかったりする。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

４ 朝や帰りのあいさつを、クラスのみんなとすることは面倒くさい。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

５ 人の持ち物をとったり、こわしたりすることがおもしろい。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

６ 顔や身体、くせ、家庭のことなどを言って、人をばかにしたりからかったりする

のが楽しい。 Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

７ ばかにしたりからかったりしても、かまわないと思っている人がいる。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

８ 自分の思いどおりにならないことがあると、ほかの人のせいにしたい。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

９ 係活動や清掃などで、いやな仕事はほかの子にやってもらいたい。

Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

10 遊びや罰ゲームで、ほかの子にはずかしいことや、いやがることをさせるのが

楽しい。 Ａ － Ｂ － Ｃ － Ｄ

チェックシートの活用について

● 氏名記入式で提出させ個人への支援に活用したり、回収せず児童生徒がそ

れぞれ自分自身をふりかえるための助言をしたりするなど、児童生徒の発達

段階に応じて適切に活用する。

● ＡやＢをつけた児童生徒に対しては、否定的にとらえるのではなく、何ら

かのストレスや不安を抱えているのではという視点に立ち、言葉かけをした

り相談したりするなどの支援を行う。

● 自分を正直にふりかえって自己評価させることにより、行動や考え方をよ

りよい方向に改善する気持ちをもたせる。

● 語尾を「～する。～させる。」に変え、言動面のチェックシートとして活

用することもできる。

２ いじめに関する自己チェックシート例
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次のアンケートは、子どもにとってよりよい学級といやな学級について考えさせるこ

とにより、よりよい学級を自分たちでつくっていくためのものである。

【よりよい学級をつくろう】 年 組 氏名

１ あなたにとって、「よりよい学級」とは、どのような学級ですか。

２ あなたにとって、「いやな学級」とは、どのような学級ですか。

３ あなたが、同じ学級の他の人から「してほしいこと」とは、どのようなことです

か。

４ あなたが、同じ学級の他の人から「してほしくないこと」とは、どのようなこと

ですか。

５ １であげた「よりよい学級」をつくるために、あなたができることはどのような

ことですか。

６ ２であげた「いやな学級」にならないために、あなたができることは、どのよう

なことですか。

アンケートの活用について

● アンケートは、年度始めや学期始めなどの学級づくりの時期に実施する。

● このアンケートをもとに、いやな学級と対比しながら、よりよい学級像を

考えさせ、そのために必要な具体的行動やルールを自分たちでつくり、週目

標等に生かす。

● 行動内容やルールを定期的に評価し、結果を学級全体で検討する。不十分

な点については対応策を立て、場合によっては行動内容やルールの追加及び

修正を行う。

３ よりよい学級づくりに向けてのアンケート例



- 24 -

いじめは、人権にかかわる重大な問題であり、絶対に許すことのできない行為である。

いじめを予防するためには、授業や学校行事など様々な教育活動を通して、児童生徒一

人一人に存在感、達成感を与えるとともに、思いやりのこころや規範意識を高め、対人関

係能力を向上させることが重要である。

この章では、特に、道徳教育、特別活動の２つの視点から、いじめ予防との関連や具体

的な指導の展開例を示すとともに、各学校で実践する「いじめ撲滅週間」等の取組例を紹

介する。

(1) いじめの未然防止と道徳教育

◆ いじめの未然防止指導

◆ 道徳の時間から未然防止へのアプローチ

１ 道徳教育の充実

いじめる側の子へ いじめという行為が、いかに相手を傷つけ

ることになるかを十分に理解させる。

・いじめがいけない行為だということは認識

しているが、真に痛みを共感しようとしな

い。

・自らの利害を超えて、「やめてあげて」が

言えない。

傍観者へ

集団のいじめの抑止力がはたらかない。

望ましい集団の一員とし

てどうあるべきかを考えさ

せる。

意図的・計画的

○思いやり

○友情

○生命の尊重

○正義

○公正・公平

○よりよい社会の実現

役割演技を取り入れるな

ど、共感できる授業を工夫す

る。

内容項目

人権尊重の観点から、被害

者、加害者、観衆、傍観者そ

れぞれの立場で考え、「いじ

めを許さない」、「いじめを

なくしていこう」とする意欲

を育てる。

他の教育活動との関連を図り、繰

り返し指導や体験活動を通して、実

感が伴うものにしていく。

実践力の育成



- 25 -

(2) 道徳の時間の展開例１

１ 主題名 望ましい友人関係 〔小学校高学年 ２－（３）〕 関連項目〔１－（３）〕

２ ねらい 望ましい友人関係のあり方を考えさせるとともに、正しいことを伝える勇気と、

周囲の人間の支えの大切さを十分理解させ、実践意欲を高める。

３ 資料名 「いやといえたとき」 （出典：みんなで考える道徳 ６年 日本標準 ）

【概要】 いじめられていた英子は、「自分のグループに入らないとひとりぼっちにさせる。」

と言われ仲間に入る。ある日、他の友人と遊んでいると「勝手にグループをぬけ出

すの。」と問い詰められる。「どうしてそれがいけないの。」と言えたことをきっかけ

に、支えてくれる友だちの存在と、自分の意志をはっきり伝えることの大切さに気

付いていく。

４ 指導過程 ※いじめ予防との関連

学習活動 主な発問と児童の心の動き 留意点

導

入 学級の実態に合わせて行う。

１ 資 料 を 読 ○英子さんはなぜ高子さんたちのグループに ※恐怖を避けるために仕

み 、 グ ル ー 入ったのでしょう。 方なく付き合っていた

プ が 変 わ る ・一人ぼっちになるのがこわかったから。 ときと、自分の気持ち

前 後 の 英 子 に素直に遊んでいると

の 気 持 ち を ○英子さんがゴムだん遊びを心から楽しむこ きの気持ちを十分対比

対 比 し て 考 とができたのはどうしてでしょう。 させ、望ましい友人関

展 え 、 話 し 合 ・不当な力関係がなくなったから。 係のあり方を考えさせ

う。 ・気をつかわず思い切り遊べたから。 る。

２ 言 い 出 す ◎高子さんたちに「それがどうしていけない ※いじめの不当さを共感

こ と が で き の」と言った場面を役割演技して英子さん させるとともに、正し

た と き や 友 の気持ちを考えましょう。 いことを伝える勇気

人 が 支 え て ・言い返すのはこわい。 と、周囲の人間の支え

く れ た と き ・言いたいことをなんとか言えた。 の大切さを十分理解さ

開 の 気 持 ち に ・友人が支えてくれてうれしかった。 せる。

つ い て 話 し

合う。 ○からだが軽くなったように感じたのはなぜ ○正しいと信じたことを

でしょう。 勇気を出して行ったあ

・思い切って自分の考えが言えたから。 とのすがすがしさを共

・もう高子さんたちと無理にいっしょにい 感させたい。

なくてもいいから。

３ 日 常 を 振 ○今日の授業を通して考えたことや、これか ※望ましい友人関係を築

終 り 返 り 、 考 らやってみたいと思うことを書きましょう。 こうとする気持ちや、

えたことや、 ・よりよい友人関係にしていきたい。 いじめなどを見かけた

こ れ か ら し ・いじめられているのをみたら、やめるよ とき、抑止できるよう

末 た い こ と を うにいったり支えたりしたい。 な意欲を高めたい。

書く。 ・いじめるグループには入らない。
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(3) 道徳の時間の展開例２

１ 主題名 差別や偏見〔中学校 ４－（４）〕 関連項目〔１－（３）〕〔４－（１）〕

２ ねらい 公正・公平なものの見方の大切さに気付くとともに、自分勝手な考え方や狭い

仲間意識にとらわれず、差別や偏見のない集団生活を営もうとする意欲を育てる。

３ 資料名 「シカト」 （出典：かけがえのない君だから １年 学研）

【概要】友人からＡさんの悪口を聞き、それを信じてＡさんを避けるようになった「わ

たし」。しかし、ある日をきっかけに、あいさつや言葉を交わすようになり、Ａ

さんに対する印象が変わってくる。もし、友人に言われるがままＡさんをシカト

していたらと思うと、背筋が寒くなる思いがした。

４ 指導過程 ※いじめ予防との関連

学習活動 主な発問と生徒の心の動き 留意点

導

入 学級の実態に合わせて行う。

１ 資 料 を 読 ○Ａさんとぶつかったとき、走って逃げたの ○被害をさけたい気持ち

み、｢わたし｣ は、どんな気持ちからでしょう。 が、このような行動に

の 気 持 ち な ・性格が悪い人なのでかかわりたくない。 つながりやすいことを

ど の 変 化 に ・Ａさんに悪口を言いふらされたくない。 共感的に理解させる。

ついて考え、

展 話し合う。 ○あいさつを交わしたり「わたし」に話しか ※風評等を容易に信じる

けてくれたりするＡさんへの気持ちが、よ ことの危険性を理解さ

い方に変わってきたのはなぜでしょう。 せ、公正・公平なもの

・聞いていたより悪い人には見えなくなっ の見方の大切さに気付

たから。 かせる。

・優しそうで、心の広い人に見えてきたか

ら。

開

◎もし友人が「シカトしちゃおうよ。」と言 ※友人との関係や、自分

っていたら、シカトが広まっていたかも知 自身を守りたい気持ち

れないと考えたのはなぜでしょう。 を過度に優先させる

・この友人との関係を壊したくないから。 と、時にはいじめに加

・シカトしないと自分も仲間はずれにされ 担することになること

てしまうから。 を理解させる。また、

差別や偏見のない集団

補 背筋が寒くなったのはなぜでしょう。 の大切さに気付かせ

る。

２ 日 常 を 振 ○差別や偏見のない集団にするために、これ ※一人一人にどのような

終 り 返 り 、 考 からやってみたいと思うことを書きましょ 行動が必要か考えさせ

えたことや、 う。 るとともに、実践意欲

こ れ か ら し ・人に左右されず、自分自身で相手を理解 を向上させたい。

末 た い こ と な し正しい判断をしたい。

どを書く。 ・誰に対しても差別せず、温かい心で勇気

を持って行動したい。
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(4) いじめの内容が含まれる道徳資料（例）

小学校 順不同

資 料 名 出 典 学年 出版社

同じなかまだから かがやけみらい ３年 学校図書

ひとりぼっちのＹちゃん きみがいちばんひかるとき ４年 光村図書

名前のない手紙 ４年生の道徳 ４年 文溪堂

えがおが見たい 明日をひらく ５年 東京書籍

「スイミー作戦」「ガンジー作戦」 ゆたかな心 新しい道徳 ５年 光文書院

きよみちゃん かがやけみらい ５年 学校図書

森川君のうわさ ゆたかな心 新しい道徳 ６年 光文書院

いやといえたとき みんなで考える道徳 ６年 日本標準

これってもしかして ゆたかな心 新しい道徳 ６年 光文書院

いたずら心 ゆたかな心 新しい道徳 ６年 光文書院

いじめられて かけがえのないきみだから ６年 学習研究社

みんなのどうとく ４年 学習研究社

わたしのいもうと 明日をひらく ６年 東京書籍

かがやけみらい ６年 学校図書

中学校 順不同

資 料 名 出 典 学年 出版社

シカト かけがえのないきみだから １年 学習研究社

周りを見回して きみがいちばんひかるとき １年 光村図書

クラスの痛み きみがいちばんひかるとき １年 光村図書

「自分以下」を求める心 道しるべ １年 正進社

その朝、僕たちは・・・ 道しるべ １年 正進社

今考えれば、あれはいじめだった みんなで生き方を考える道徳 １年 日本標準

たとえ苦い実でも‐ダリエルへ かけがえのないきみだから ２年 学習研究社

だれかが私を待っている 道しるべ ２年 正進社

松本君への手紙 道しるべ ２年 正進社

わたしのいもうと 心つないで ３年 教育出版

卒業文集最後の二行 心つないで ３年 教育出版
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特別活動は、望ましい集団活動を通して、集団の一員としてのよりよい生活を築こうと

する態度や、自己を生かす能力を養うことなどを目的としており、児童・生徒指導とは極

めて関連が深いものである。

(1) いじめの予防と学級活動

学級活動において、集団としてのルールを考えることや集団の問題点を解決することは、

たいへん重要なことである。いじめの原因となる諸問題を早期に解決したり、いじめその

ものを題材としていじめを予防したりすることは望ましい人間関係を築く上でも大切なこ

とである。

(2) いじめ予防に関する学級活動例１

１ 題材名 うれしく感じる言葉や行動

２ ねらい 他の人をほめたり励ましたり、認めたりすることが、よりよい人間関係を作

る上で大切であることを理解し、具体的な行動を考える。

児童・生徒の活動 主な発問と子どもへの支援

１ クラスの状況を振り返 ○①から③について答えてください。

る。 ①うれしく感じる言葉や行動をあげてください。

②いやだと思う言葉や行動をあげてください。

③このクラスはどちらの言葉や行動が多いと思いますか。

・相手の気持ちを考えた言動ができているかを振り返らせる。

2 これまでに嫌な思いを ○これまでにいやな思いをした言葉や行動を思い起こして書

した言葉や行動を思い起 いてください、

こし無記名で提出する。 ・無記名で提出させるとともに、当事者の名前も書かせない。

・教師が読み上げる。

３ 「聞きたくないと思っ ○「聞きたくないと思った言葉や行動」を受けたとき、どん

た言葉や行動」が相手を な気持ちになると思いますか。

どのような気持ちにさせ ・受けた人が自分を悪く思うようになり、悲しみや不安な気

るかを考える。 持ちになる等をおさえる。

・相手にいやな思いをさせる言葉や行動は、クラスからなく

さなければならないことを理解させる。

４ 「うれしく感じる言葉 ○「うれしく感じる言葉と行動」についてどんな効果がある

と行動」についてどんな かを考えながら、自分たちが実行できることを具体的にあ

効果があるかを考えなが げてください。

ら、自分たちが実行でき

ることを話し合う。

５ グループの意見を発表 ○各班代表の人が話し合ったことを発表してください。

する。

６ これからの生活につい ○今日の授業で感じたことやこれからの自分はどのような行

て自分を振り返る。 動をすればよいか考えたことを書いてください。

２ 特別活動の充実
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(3) いじめ予防に関する学級活動例２

１ 題材名 いじめのない学級にするために

２ ねらい お互いを認め合い、協力し合える学級にするためのルールを考え、いじめの

ない学級を目指す。

援支のへもど子と問発な主動活の徒生・童児

１ いじめの行為について ○いじめる子は、どんなことをするのでしょうか。

知っていることを発表す ・どの行為も許されないことを理解させる。

る。

２ いじめの構造について ○いじめの構造について説明を聞きましょう。

説明を聞く。 ・黒板にいじめの構造について図をもとに説明する。

※本書「いじめとは」ｐ１参照

３ 構造を理解してどのよ ○「いじめのない学級にするためにみんなでできること」

うにするといじめのない を付箋紙にどんどん書いてください。

学級になるか学級のルー

ルを考える。 ○各自説明しながら、ワークシートに付箋紙を貼り付けてく

ださい。

・同じような意見は近くに貼らせる。

・それぞれの意見を大切にさせる。

・班で話し合って、付箋紙をグルーピングさせる。

４ グループ内で話し合い、○出された意見の中から、重要だと思うものを３つ決めてく

グループごとにランク付 ださい。

けをする。 ・いつでも実行できて効果的なもの、具体的なもの、分かり

やすいもの等を選ばせる。

５ 話し合った内容を班ご ○班の代表が班で話し合った結果を３つずつ、黒板に書いて

とに発表する。 ください。

６ いじめのない学級にす ○すべての班からの意見をもとに、さらに重要なものを３つ

るためのルールを決める。 にしぼりましょう。

・学級の一員としてすべきこと、してはならないこと（ルー

ル）を決める。

７ 話し合いをもとに自分 ○学級のルールをもとに、自分が心がけることを書いてくだ

を振り返る。 さい。
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本県では、平成１９年度よりいじめ撲滅の取組強化について推進しているところである。

各学校においては、次の取組例を参考に、各校の実態や、地域の実情を踏まえて、実効

性のある取組を推進されたい。

(1) いじめに関する授業等

人権週間（12月４日～１２月１０日）に合わせるなど、いじめ撲滅週間を設定して、

いじめに関する授業等を行う。

● いじめの内容を扱った道徳、特別活動等の授業を行う。

● ロールプレイングや構成的グループ・エンカウンター、ソーシャルスキル・トレー

ニング、ピアサポート等を実施し、人間関係づくりを強化する。

● 警察官をゲストティーチャーとして招き、「いじめと犯罪」「サイバー犯罪」等の

非行防止教室を行う。

(2) 児童会・生徒会活動主催の活動

● あいさつ運動や昼の校内放送で、いじめ撲滅のスローガン等を呼びかける。

● 文化祭、演劇鑑賞会、学習発表会等で、いじめ撲滅に関する内容を演じたり、鑑賞

したりする。

● いじめ撲滅の映画等を全校放映で視聴する。

● いじめ撲滅の標語、ポスターを募集し、掲示する。

● いじめ撲滅に関する子どもたちの作文を集会で発表する。

● 使いたくない言葉、使いたい言葉を全校生から集め、主だったものを掲示する。

(3) ＰＴＡとの共催事業

● いじめ撲滅の講演会を実施する。

● いじめ撲滅の討論会やパネルディスカッション等を子どもを交えて行う。

● ＰＴＡと共催で、校内巡視強化週間を設ける。

(4) 家庭・地域への啓発

学校・学級便り等で、いじめに関する学校での取組を家庭・地域に発信する。

● 学級経営上の工夫を掲載する。

● いじめの内容を扱った授業の様子と主な子どもの発言を掲載する。

● いじめの内容を扱った授業参観を実施する。

● いじめが起きてしまった時の学校の対応の方針等をあらかじめ周知する。

● 家庭・地域に、いじめ防止や撲滅の協力を依頼する。

(5) 早期発見・早期対応の工夫

● いじめのアンケートを実施する。

● Ｑ－Ｕ検査等の心理検査を実施し、手立てを考える。

● 生活日記指導を実施する。

● 定期教育相談の実施や随時相談の強化週間を設ける。

● 全校体制等について、いじめチェックシート等を用いて評価や改善を行う。

３ 「いじめ撲滅週間」等の取組例
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いじめは人間関係の中で起こります。子どもたちの主たる生活の場である学級を、いじ
めが発生しにくい学級集団に育成していくことは、いじめを予防するうえで重要な取組で
す。

親和的な人間関係と望ましいルールの両方を形成し、温かで教育力の高い学級集団を育
てましょう。

いじめが発生

しにくい学級

担任と子どもたちとの

信頼関係

ルールはだれもが気持ちよく

集団生活するために必要なもの

です。ルールの意味を理解させ、

例外をつくらずに守らせていく

ことが定着につながります。子

どもたちの意見を聞き、それら

を取り入れながらルールづくり

を行えば、守ろうとする意欲が

より高まります。

人として「なすべきこと」「し

てはならないこと」など、対人

関係や公衆道徳上必要なマナー

・ルールは繰り返し伝え、身に

付けさせます。

集団形成初期から意図的に場

を作ります。楽しさを共有する

と仲良しになれるので、友人関

係が固定する前に集団で遊びな

どを実施します。

孤立する子が出ないよう子ど

も同士の二者関係を育て、順次、

集団サイズを大きくし小集団を

育てます。そのために、エンカ

ウンターなどで心を交流させ、

同時に学習や当番、係などで協

同作業を仕組みます。様々なふ

れあいを通して子どもたちの心

の距離は近付きます。認め合い

活動も有効です。

学級経営の基盤は信頼関係です。担任は次の３点を実践したいものです。
・自分の心を開く

対人関係は相互理解なので、担任が子どもを理解しただけでは一方通行です。子どもに理解してもらう
ため、自分から心を開いて人間味を出していきましょう。子どもは担任に親近感を持ち、自分の心を開く
モデルとして取り入れます。ただし、教師の役割を忘れて友達感覚にならぬよう時と場をわきまえること
が肝要です。
・だめはだめという

指示や指導をためらわず、必要な場面で明確に行いましょう。「悪いことを注意しない」教師は信用を失
いかねません。子どもは頼りになる教師を求めているのです。ただし、「あの先生は、気分屋だから…」と
ならぬよう基準を普段からはっきりもつなど、首尾一貫した態度が大切です。
・子どもにとって少しでもプラスになるように

一人一人の子に何らかのためになることを日々実践しましょう。例えば日常のささいなことですが、目
でうなずく、言葉をかける、認めたり誉めたりする、行動を意味づける等はその子に自己存在感を与えま
す。これは子どもを見ていないとできないことです。子ども自身に「担任はきちんと自分を見ていてくれ
る。担任に好かれている。」という感覚が芽生えることで信頼関係が築けるのです。
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子どもの発達は乳幼児期から青年期まで連続的なものであるが、人間が健全な発達を遂

げるためには、発達の各時期に達成することが期待される課題、いわゆる「発達課題」を

十分に身に付けておく必要がある。

その達成いかんによっては、その後の人格形成に様々な影響が現れ、いじめや不登校等

の問題行動等にかかわる面も大きいと考えられる。

これまで県教委では、発達課題に係る以下の資料を「児童・生徒指導推進委員会協議の

まとめ」として、各学校に配付してきた。

平成１４年度「不登校の解消に向けた方策について」

平成１５年度「暴力行為を予防するための方策について」

平成１６年度「場に応じた適切な判断力を育てるための指導・援助の在り方」

平成１７年度「望ましい人間関係を構築する能力を育てるための指導・援助の在り方」

発達課題は健全な成長をもたらす目安となるが、一人一人の発達状況を考慮すると、子

どもの発達段階と発達課題の関係を固定的にとらえすぎることのないように注意しなけれ

ばならない。また、子どもの健全な成長のためには、学校(等）、家庭、地域がそれぞれの役

割を果たしつつ、相互に協力しながらかかわっていく必要がある。

資料を活用するに当たっては学校(等)、家庭、地域それぞれの場に限定して判断するので

なく、横の連携を図り、相互作用が働くよう考慮する必要がある。また、子どもの成長は

ある段階で完結するものではないことから、ある段階だけで判断するのではなく各段階を

見通して活用することが大切である。

いじめ等の問題に関しても、これら発達課題が適切に身に付いていないことにより加害

者や、場合によっては被害者にもなりうる可能性が考えられる。特に各学校においては、

学年や学級の指導目標等の中で発達課題を達成できる活動が取り入れらているかを検証す

るとともに、個々の児童生徒が発達課題を達成しているかを確認するなど、今後の教育活

動の中に発達課題の視点を意識した系統的、発展的な取組を計画的に実施する必要がある。

次ページの資料5は、平成１７年度に作成した、人間関係を構築する能力を育成するため

に発達段階ごとに育成することが期待される能力や態度の一覧表である。

いじめに関しても、いじめが起こったときのその場その場の対応だけでなく、日ごろか

ら児童生徒同士及び児童生徒と教師との望ましい人間関係づくりが大切である。そのため

にも、各発達段階で身に付けさせる発達課題を明らかにし、意図して指導計画に位置づけ

教育活動が展開されるよう配慮する必要がある。

詳しくは上記「２ 発達課題に係る資料」を参照してほしい。

１ 発達課題のとらえ方

２ 発達課題に係る資料

３ 資料の活用について

４ 人間関係を構築する能力を育成するために
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自分を受け止めてくれる他者

の存在による安心感と自信の基

盤づくり

相互交流的に遊んだり、けん

かや仲違いの経験を積みなが

ら、人とのかかわり方を学ぶ 自分の考えや感情に基づくとともに、

他人の意見や集団のルールに従いながら

活動を行い、人とのかかわり方や人間関

係づくりのためのスキルを深める。

自己の独自性、同一性を認識した上

での、あるいは認識するための他者と

のかかわりの重要性

幼 児 期 児 童 期 青 年 期 （前期） （中期～後期）

発達段階の区分 保育所・幼稚園 小 学 校 中 学 校 高 等 学 校

２～５歳 ６～１１歳 １２～１４歳 １５～１７歳

信頼感の獲得
アイデンティティーの形成・確立

人間関係にかか
わる能力や態度 身近な人々との社会的スキルの形成
を育成するため
の基盤 社会的スキルの拡大と深化

人間関係にかか

わる能力や態度
発達段階ごとに育成することが期待される能力や態度の具体的内容（＝発達課題）

・自分の特徴や長所、短所などに気づくことができる。
・友人とのかかわりの中で、自分の性格や

特性についての理解を深めることができ
自己理解 る。

自 ・自分の良さや個性、性格や行動様式、価
値観などについて理解し、受け入れること

他 ができる。
・自分の言動が相手や他者に及ぼす影響がわ

の かる。

理 ・自分とは違う考えなどを持つ。
他人の存在について理解できる。

解 他者理解 ・友人のよいところを認め、励ますこと
・他者に関心をもつ。 ができる。 ・相手の状況や立場などを踏まえた上で相

手の心のの考え方について理解・共感す
共 感 性 ・他人の気持ちがわかる。 ・他人の心情を自分のものとして ることができる。

受け止め、相手の立場に立って
考えることができる。

他 ・決まりや約束事に従って友人と活動することができる。 ・集団のルールや友人の意見に従って活動することができる。
・気の合わない友人であっても、ともに活動することができる。

者 協 調 性 ・他人の価値観を尊重し、認めることができる。

や
・友人と一緒に遊ぶことができる。 ・友人同士の遊びや活動に

集 積極的に入っていける。
・新たな環境や人間関係の中で集団活動

団 適 応 力 の意義を理解し、行動できる。
・所属する集団や友人に自ら働きかけたり、

へ 自らが変化しながら、望ましい生活環境や
人間関係を作ることができる。

の
・生活上のしつけや決まりに従うことができる。 ・決まりやルールの意味を理解し、自ら主体的に

適 規範意識 従う態度をとることができる。
・自分たちで生活上のきまり ・規律の意義を理解し、自治的な態度

応 を考えることができる。 で生活することができる。

・不快感、喜び、不満といった感情
を表現できる。

・場や状況に応じた定型的なあいさ
つや返事、感謝ができる。

表 現 力 ・自分の考えをみんなの前で話すことができる。
他 ・他者の意見に対して自分の考えを言葉で表現す

ることができる。
者 ・自分の気持ちや感情を、ＴＰＯに応じて適切に表現することができる

・論理的な思考に沿って自分の考えを表現すること
と ができる

交 ・相手からの話しかけに対する
受け答えができる。

流 コミュニ ・相手の立場を考慮しながら、感情や考えをわかりやすく
ケーショ 伝えることができる。

す ン能力 ・自分と異なる意見であっても尊重し、自分の
・気持ちの伝え合いができる。 考えを伝えることができる。

る ・相手の考えや意見を真摯に受け止め、自分の
考えを協調的・建設的に伝えることができる

実
・困ったことや不快なことを親や教師に伝え、

践 援助を求めることができる。
・自分の力で困難なことを解決しようと試みること

力 問題解決 ができる。
能力 ・問題や課題が生じた際、他者と協力しながら

その解決に取り組むことができる。
・教師の仲介などにより自分たちでトラブル ・問題や課題が生じた際、友人や社会人などに

を解決することができる。 協力を求めるため働きかけるとともに、主体
的な態度で、問題の解決に取り組むことがで
きる。

５ 発達段階ごとに育成することが期待される能力や態度
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Ａ…大いにあてはまる Ｂ…だいたいあてはまる Ｃ…あまりあてはまらない Ｄ…全くあてはまらない

評 価 問題点や今後の
点 検 項 目 （該当に○印） 改善策等

いじめの問題の重要性を全教職員が認識し
１ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

校長を中心に一致協力体制を確立している。

いじめの態様や特質、原因・背景、具体的

２ な指導上の留意点などについて職員会議など Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

の場で取り上げ、教職員間の共通理解を図っ

指 ている。

導 いじめの問題について、特定の教職員が抱

体 ３ え込んだり、事実を隠したりすることなく、 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

制 学校全体で対応する体制が確立している。

教員一人一人が、いじめの理解や指導法、

４ 児童生徒理解などに関する校内研修を通じて Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

教員の資質向上に取り組んでいる。

いじめのあるなしに関わらず「いじめ対策

５ 委員会」などを定期的に開催し、未然防止の Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

取組も含めた体制を整えている。

学校全体として、お互いを思いやり、尊重

６ し、生命や人権を大切にする指導等の充実に

努めている。特に、「いじめは人間として許 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

されない」との強い認識に立って指導に当た

っている。

学校全体として、校長をはじめ各教職員が

７ 様々な教育活動の場面においていじめの問題 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

に関する指導の機会を設け、積極的に指導を

行うよう努めている。

日 学校全体として、道徳や学級（ＨＲ）活動

常 ８ の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

的 指導が行われる体制をとっている。

指 学校全体として、児童生徒会活動や学校行

導 ９ 事などにおいて、いじめの問題とのかかわり Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

で適切な指導助言が行われている。

学校全体として、児童生徒に幅広い生活体

10 験を積ませたり、社会性の涵養や豊かな情操 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

を培う活動の積極的な推進を図っている。

教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、

11 他の児童生徒によるいじめを助長したりする Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ことのないよう、細心の注意を払っている。

自校の教職員は、日常の教育活動を通じ、

12 教師と児童生徒、児童生徒間の好ましい人間 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

関係の醸成に努めている。

いじめを行う児童生徒に対しては、特別の

13 指導計画による指導のほか、さらに出席停止 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

や警察との連携による措置も含め、毅然とし

た対応を行うこととしている。

１ 学校用 いじめ問題への取組チェックポイント

直
接
的
指
導
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評 価 問題点や今後の
点 検 項 目 （該当に○印） 改善策等

直 いじめられる児童生徒に対し、心のケアや
接 14 さまざまな弾力的措置など、いじめから守り Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

的 通すための対応を行っている。
指 いじめが解決したと見られる場合でも、継
導 15 続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

導が行われる体制になっている。
学校全体として、児童生徒の生活実態につ

16 いて、たとえば聞き取り調査や質問紙調査を Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

行うなど、きめ細かく把握に努めている。
いじめの把握に当たっては、学年、養護教

17 諭など職員間やスクールカウンセラーなど学 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

早 校内の専門家との連携に努めている。
期 児童生徒が発する危険信号を見逃さず、そ
発 18 の一つ一つに的確に対応できる体制になって Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

見 いる。
・ 本人や保護者からいじめについて訴えなど
早 があったときは、問題を軽視することなく、 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

期 19 保護者や友人関係等からの情報収集等を通じ
対 て事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、事
応 実を隠蔽することなく、的確に対応している。

校内に児童生徒の悩みや要望を積極的に受
20 け止めることができるような教育相談の体制 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

が整備され、適切に機能している。
学校における教育相談について、保護者に

21 も十分理解され、保護者の悩みに応えること Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ができる体制になっている。
いじめの問題解決のため、教育委員会との

22 連絡を密にするとともに、必要に応じ、教育 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

センター、児童相談所、警察等の地域の関係
機関と連携協力を行っている。

教育相談の実施に当たっては、必要に応じ
23 て教育センターなどの専門機関との連携が図 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

られている。
教育センター、人権相談所、児童相談所等

24 学校以外の相談窓口について、周知や広報の Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

家 徹底が行われている。
庭 学校におけるいじめへの対処方針や指導計
・ 25 画等を公表し、保護者や地域住民の理解を得 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

地 るよう努めている。
域 家庭や地域に対して、いじめの問題の重要
社 26 性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

会 通信などを通じて、家庭との緊密な連携協力
と を図っているか。
の いじめが起きた場合、学校として、家庭と
連 27 の連携を密にし、一致協力してその解決に当 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

携 たっている。
28 いじめの問題について、学校のみで解決す Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ることに固執しているような状況はない。
ＰＴＡや地域の関係団体等とともに、いじ

29 めの問題について協議する機会を設け、いじ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

めの根絶に向けて地域ぐるみの対策を進めて
いる。

児童生徒等の個人情報の取扱いについて、
30 ガイドライン等に基づき適切に取り扱われて Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

いる。
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Ａ…大いにあてはまる Ｂ…だいたいあてはまる Ｃ…あまりあてはまらない Ｄ…全くあてはまらない

評 価 問題点や今後の
点 検 項 目 （該当に○印） 改善策等

「弱い者をいじめることは人間として絶対

１ に許されない」との強い認識を持って指導に Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

基 当たっている。

本 ２ いじめられている子どもの立場に立った親 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

認 身の指導を行っている。

識 いじめは、加害者と被害者だけでなく「観

３ 衆」や「傍観者」への指導も重要であるなど、 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

いじめの構造を理解して指導に当たってい

る。

４ お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

大切にする指導等の充実に努めている。

５ 道徳や学級（ＨＲ）活動の時間にいじめに Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

かかわる問題を取り上げ、指導を行っている。

児童生徒会活動や学校行事などにおいて、

６ いじめの問題とのかかわりで適切な指導助言 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

を行っている。

日 児童生徒に幅広い生活体験を積ませたり、

常 ７ 社会性の涵養や豊かな情操を培う活動を積極 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

的 的に取り入れている。

指 自身の言動が、児童生徒を傷つけたり、他

導 ８ の児童生徒によるいじめを助長したりするこ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

とのないよう、細心の注意を払っている。

教育相談の研修等に積極的に参加するな

９ ど、いじめや児童生徒理解に関する指導力向 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

上に努めている。

日常の教育活動を通じ、教師と児童生徒、

10 児童生徒間の好ましい人間関係の醸成に努め Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ている。

11 いじめが起きた場合、学級のみで解決する Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

直 ことに固執せず、組織的な対応に努めている。

接 12 いじめを行う児童生徒に対しては、学校の Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

的 指導計画に沿った適切な指導を行っている。

指 13 いじめられる児童生徒に対し、本人の訴え

導 を真剣に、誠実に、共感的に受け止め、不安 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

の解消を図っている。

２ 教職員用 いじめ問題への取組チェックポイント
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評 価 問題点や今後の
点 検 項 目 （該当に○印） 改善策等

いじめられる児童生徒に対し、教師自身の

14 いじめ解決に向けた決意を伝え、児童生徒を Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

直 徹底して守る姿勢を示している。

接 いじめられる児童生徒に対し、継続的に心

的 15 のケアに努めるなど、確実に援助・指導を行 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

指 っている。

導 いじめが解決したと見られる場合でも、継

16 続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

導を行っている。

児童生徒の生活実態について、たとえば聞

17 き取り調査や質問紙調査を行うなど、きめ細 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

かく把握に努めている。

日頃から、学年、養護教諭など職員間やス

早 18 クールカウンセラーなど学校内の専門家との Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

期 連携に努めている。

発 19 児童生徒が発する危険信号を見逃さず、そ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

見 の一つ一つに的確に対応している。

・ 本人や保護者からいじめについて訴えなど

早 20 があったときは、問題を軽視することなく、

期 保護者や友人関係等からの情報収集等を通じ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

対 て事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、事

応 実を隠蔽することなく、的確に対応している。

児童生徒の悩みや要望を積極的に受け止め

21 ることができるような教育相談の実施に努め Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ている。

保護者に対して、いじめの問題の重要性の

保 22 認識を広めるとともに、家庭訪問や学級通信 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

護 などを通じて、いじめに関して連携協力でき

者 る関係づくりに努めている。

と 23 いじめが起きた場合、保護者との連携を密 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

の にし、一致協力してその解決に当たっている。

連 児童生徒等の個人情報の取扱いについて、

携 24 学校の方針等に基づき適切に取り扱ってい Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

る。
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Ａ…大いにあてはまる Ｂ…だいたいあてはまる Ｃ…あまりあてはまらない Ｄ…全くあてはまらない

評 価 問題点や今後の
点 検 項 目 （該当に○印） 改善策等

管下の学校等に対し、いじめの問題に関す

1 る教育委員会の指導の方針などを明らかに Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

し、積極的な指導を行っている。

管下の学校におけるいじめの問題の状況に

2 ついて、学校訪問や調査の実施などを通じて Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

実態の的確な把握に努めている。

学校や保護者等からいじめの報告があった

3 ときは、その実情の把握を迅速に行うととも Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

学 に、事実を隠蔽することなく、学校への支援

校 や保護者等への対応を適切に行っている。

の 各学校のニーズに応じ、研修講師やスクー

取 4 ルカウンセラー等の派遣など、適切な支援を Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

組 行っている。

の いじめの問題について指導上困難な課題を

支 5 抱える学校に対して、指導主事や教育センタ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

援 －の専門家の派遣などによる重点的な指導、

・ 助言、援助を行っている。

点 深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、

検 6 出席停止を命ずることもできるよう、必要な Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

体制の整備が図られている。

いじめられる児童生徒については、必要が

7 あれば、就学校の指定の変更や区域外就学な Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ど弾力的な措置を講じることとしている。

関連の通知などの資料がどう活用された

8 か、その趣旨がどう周知・徹底されたのかな Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ど、学校の取組状況を点検し、必要な指導、

助言を行っている。

9 教育委員会として、いじめの問題に留意し Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

教 た教職員の研修を積極的に実施している。

員 研修内容・方法について、様々な分野から

研 10 講師を招いたり、講義形式のみに偏らないよ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

修 うにするなどの工夫を行っている。

11 いじめの問題に関する指導の充実のための Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

教師用手引書などを作成・配布している。

３ 教育委員会用 いじめ問題への取組チェックポイント
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評 価 問題点や今後の
点 検 項 目 （該当に○印） 改善策等

教育委員会に、学校からの相談はもとより、

12 保護者からの相談も直接受けとめることので Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

きるような教育相談体制が整備されている。

学校・保護者が相談しやすくなるよう、相

組 13 談担当者に適切な人材を配置するなど運用に Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

織 配慮がなされ、適切に機能している。

体 14 教育相談の利用について、学校・保護者等 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

制 の関係者に広く周知を図っている。

・ 教育センター、人権相談所、児童相談所等

教 15 学校以外の相談窓口について、児童生徒、保 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

育 護者、教師に対し周知、徹底が図られている。

相 教育相談の内容に応じ、学校とも連絡・協

談 16 力して指導に当たるなど、継続的な事後指導 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

を適切に行っている。

教育相談の実施に当たっては、必要に応じ

17 て、医療機関などの専門機関との連携が図ら Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

れている。

家 学校とＰＴＡ、地域の関係団体等がいじめ

庭 18 の問題について協議する機会を設け、いじめ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

・ の根絶に向けて地域ぐるみの対策を推進して

地 いる。

域 いじめの問題への取組の重要性の認識を広

と 19 め、家庭や地域の取組を推進するための啓発 Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

の ・広報活動を積極的に行っている。

連 教育委員会は、いじめの問題の解決のため

携 20 に、関係部局・機関と適切な連携協力を図っ Ａ - Ｂ - Ｃ - Ｄ

ている。



- 40 -

事

例

事

例

事

例

事

例

事

例

事

例

事

例

事

例

事

例

～平成１７年度「いじめ減少の要因」聞き取り調査より抜粋～

(1) 組織的な取組の充実

生徒指導部会（生徒指導主事、学年の生徒指導担当教員で構成）、教育

相談部会（生徒指導主事、教育相談主任、ＳＣ（スクールカウンセラー）、

心の教育相談員２名、各学年の教育相談係で構成）や学年主任会（学年主

任の他、状況に応じて生徒指導主事など関係職員も参加）など、生徒指導

関係の会議を週３回実施している。

(2) 教育相談体制の充実

年間２回の教育相談（６月、９月）を実施する前に、児童の学校生活へ

の悩みやいじめの調査を行った。特に、９月の教育相談は、本人から相談

の申し出のあった児童や担任が気になる児童に十分時間をかけた。また、

１１月は保護者にも希望を募り相談を行った。

(3) 生徒のきめ細やかな状況把握と情報共有化のための取組

生活ノートを毎日提出させ、生徒の変化を敏感に察知するよう心がける

とともに、一人一人に応じたコメントを必ず書くことにより生徒とのコミ

ュニケーションを図った。また、情報の共有化のため、「生徒指導ファイ

ル」を作成し、生徒の様子や方針を記録に残して活用した。

(4) 早期発見のための工夫

アンケート調査の方法を工夫し、子どもの実態を正確にとらえられるよ

うにしている。また、「いじめられたか、いじめたか、いじめを見たか」

などの他に、「明るい学校生活のために」「楽しい学校生活を送るために」

等、生活全般に関するアンケートも実施することにより、生徒の実態把握

に努めている。

１ 早期発見・早期対応のための日常的な取組
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(5) いじめを起こさない力をはぐくむための取組

学級経営において、人間関係づくりを重視し、年度始めや学期の始めに

エンカウンターを取り入れたり、班編成において学年の共通理解で意図的

なグループを編成した。

(6) 児童生徒による取組

『いじめは断じて許さない』という姿勢で臨み、学年で『いじめ撲滅宣

言』を行い、生徒が集会や帰りの学活で宣言を読み上げている。

(7) 保護者との連携を図った取組

学校で取り組んでいる行事や授業の様子を定期的に保護者や地域に公開

して、参観できるようにするとともに、子どもの活動の様子を学校だより

をはじめとした様々な啓発紙で地域へ発信している。その結果、地域の学

校への関心が高まり、子どもの情報が入りやすくなってきている。

(8) 教職員の資質向上のための取組

「いじめは絶対に許さない」「いじめられている子を全力で守る」「いじ

めにかかわる子に対して最後まで面倒をみる」という姿勢がとれるよう、

いじめの理論やいじめの対応法などの教員研修に取り組んでいる。

(1) 学校全体での組織的対応

「いじめ対策委員会」を年間計画に位置付けて定期的に開催している。

また、問題発生（未然防止の観点も含めた）時には、随時に開催している。

構成メンバーは、校長、教頭、教務主任、児童指導主任など、固定的なメ

ンバーに加え、担任、養護教諭など、その事例によって決めている。

２ いじめが起こった際の対応
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(2) いじめの基本認識の徹底

いじめに関する情報を得た場合は、「いじめを受けた側」のケアを最優

先して早期対応するとともに、「いじめている側」へも自分の行為の意味

をよく理解させ、自らを反省し、同じことを繰り返させないことを徹底し

て指導した。

(3) 保護者との連携

いじめがあったとき、教職員による組織的な聞き取り調査を実施し、さ

らに当該学年の臨時保護者会を開催した。保護者会の開催に当たっては、

アンケート等の客観的なデータを生かしながら、現状を伝え、個人攻撃に

ならないよう、よりよい学級を目指すため保護者に協力を求めた。

その後、授業参観を実施し、「悪口について考える」授業を展開した。

(1) いじめの未然防止、早期発見、早期対応の在り方について、工夫ある取組として、児

童の実態把握や児童生徒理解の方法について、アンケートや日記指導、教育相談、子ど

もとの共遊など、できる限り細かに把握するような体制づくりに努めている。その結果

や日常観察の様子、事故が起きた場合の対応など、いかに教職員間で共通理解するかが

最大のポイントである。

(2) 「いじめ対策委員会」など、既存の校内組織をいかに機能させるかも重要となる。対

応方針を決定した後の指導・援助を担任だけに任せず、校長のリーダーシップの下、組

織的・系統的に対応することが、いじめ減少につながっている。

(3) 子どもたちは、外見ではわかりにくいが、様々な悩み、不安やプレッシャーを感じて

いる。教職員は、できる限り児童生徒の内面を理解するため、定期の教育相談週間の開

催及びチャンス相談の実施、アンケート調査による実態把握に努めることが大切である。

(4) 達成可能な小さな目標を月ごとに設け、その評価を児童生徒にフィードバックしたり、

一人一人のよさを発見し認めたりして、自己肯定感を高める取組なども行っている。

(5) 何かあったときには家庭訪問を基本に対応している学校が多い。さらには、地域行事

への参加などを通して、日ごろからお互いが話しやすい関係づくりを心がけている。地

域のボランティア等、外部人材の活用も多く見られた。教科指導の他にも総合的な学習

の時間や学校行事等に参加してもらい、開かれた学校づくりを推進していくことが望ま

れる。

(6) これまでに栃木県教育委員会が、生徒指導資料や各種リーフレットを通じて示してき

たものを生かした各学校での地道な取組が重要である。

３ まとめ
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●「いじめ問題に関する総合的な取組について」 児童生徒の問題行動等に関する調査
研究協力者会議(H8.7)

●「いじめを早期に発見し、適切に対応できる体 子どもを守り育てる体制づくりのた
制づくり－ぬくもりのある学校・地域社会を目 めの有識者会議のまとめ（第１次）
指して－」 (H19.2)

●「不登校といじめ問題の解決のために」 独立行政法人教員研修センター
(H19.2)

●「いじめの予防と解決への組織的対応」 栃木県総合教育センター(H12.3)

●「『いじめ』の解決・再発防止－組織的対応の確 栃木県総合教育センター(H12.7)
実な実践を目指して－」

●「児童生徒指導の指針 心豊かな栃木の子ども 栃木県教育委員会（H12.9）
を育てるために」

●「児童・生徒指導に関する危機管理マニュアル 栃木県教育委員会（H14.2）
作成資料」

●「学級・ホームルーム担任のための教育相談 栃木県総合教育センター（H5.3）
第５集 いじめへの対応」

●「学級・ホームルーム担任のための教育相談 栃木県総合教育センター（H８.3）
第８集いじめへの対応（２）１－いじめ再考ー」

●「学級・ホームルーム担任のための教育相談 栃木県総合教育センター（H１６.3）
第12集 リストカット・自殺企図・摂食障害の
理解と対応」

●「学級・ホームルーム担任のための教育相談 栃木県総合教育センター（H１９.3）
第１５集 いじめへの対応（３）」

●「学級崩壊 予防・回復マニュアル」 河村茂雄著 図書文化

●「いじめの心理と構造をふまえた解決の方策」 東京都立教育研究所

●「児童生徒の心に響く道徳教育推進事業 生徒指 広島県教育委員会
導充実のための道徳教育実践事例集」

●「豊かな心をはぐくむために」〈いじめの発見・ 東京都江戸川区教育委員会
対応、いじめ防止のための実践プログラム〉 (H18.11)

●「子どもの叫びが聴こえますか いじめへの対 北海道立教育研究所(H９.３)
応」

●「いじめの早期発見・早期対応の手引－小・中 福岡県教育委員会(Ｈ１９.３)
学校編－」

１ 文部科学省等

２ 栃木県教育委員会等

３ その他
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いきいき栃木っ子３あい運動

－学びあい 喜びあい はげましあおう－

｢栃木の子どもをみんなで育てよう｣運動

－うちの子・よその子・栃木の子、みんなで育てて明るい未来－

○人に迷惑をかけることは「ダメ」と言おう

○「あいさつ」の輪を広げよう

○「本の時間」をつくろう
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